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　裁判所の判断

　一般に事業者がその役務に関して
インターネット上にウェブサイトを開設し
た際のページの表示は、その役務に
関する広告であるということができる
から、インターネットの検索サイトにおい
て表示される当該ページの説明につ
いても、同様に､その役務に関する広
告であるというべきであり、これが表
示されるhtmlファイルにメタタグを記載
することは役務に関する広告を内容
とする情報を電磁的方法により提供
する行為に当たるというべきである。
　尚、被告は、「クルマの１１０番」と
いう表示は被告サイトのどこにも表示
されていない以上、被告サイトが原告
のものとは異なることはすぐに分か
るのであって、出所表示機能は害さ
れず、注文時には誤認混同が生じな
い旨主張いたしましたが、裁判所は、
インターネットの検索サイトにおけるペー
ジの説明文の内容とそこからリンクさ
れた頁の内容が全く異なるものであ
るような場合はともかく、ページの
説明文に存在する標章がリンクされた
ページに表示されなかったとしても、
それだけで、出所表示機能が害され
ないということはできないとして被
告の主張は退けられました。

３．おわりに
　２．で御紹介いたしました判決例の
評価は､今後､議論の集積を待つしか
有りませんが、少なくとも実務上は
無視し得ない判決例であることから、
たとえ視覚的に認識できない文字列
の使用であっても､その文字列と同一
又は類似の他人の登録商標の存在の
有無を調査し、かかる文字列と同一
又類似の登録商標や周知商標が存在
する場合には､かかる文字列の使用は
避けるべきであるように思われます。

以上

２．メタタグに組み込まれた文字列
　が商標の使用とされた判決例
　「メタタグ」とは、ブラウザでは視認
できないが、そのページがそのよう
なページであるかを示す要素であっ
て、htmlファイルに使用される記号
のことをいいます。
　このメタタグに使用される記号はホ
ームページの内容を示す部分が含ま
れていますが、ホームページの画面表
示に現れません。
　従いまして､仮にこのメタタグに著名
商標が組み込まれていても、従来の
議論では、視覚的にこの著名商標が
所表示機能を果たしえないことから、
商標としては機能し得ず、商標的使
用とは言えないとも考えられます。

　事件の概要

　被告は、インターネット上の自社ホー
ムページを開設し、そのサイトのトップ
ページを表示するためのhtmlファイ
ルにメタタグとして「〈meta　name
＝“descripion”content＝“クルマ
の１１０番。輸入､排ガス､登録､車検､
部品･アクセサリー販売等､クルマに
関する何でも弊社にご相談下さい”〉
と記載をしていた。
　本件では、このメタタグに組み込
まれた文字列中の「クルマの１１０番」
の部分が下記に示された２つの登録
商標の商標権を侵害しているかどう
かが争われました。
　尚、「クルマの１１０番」がメタタグに
組み込まれている事実が発見された
のは、インターネット検索サイトである
msnサーチにおける被告サイトのトップ
ページの説明として「クルマの１１０番。
輸入､排ガス､登録､車検､部品･アク
セサリー販売等､クルマに関する何
でも弊社にご相談下さい」と表示さ
れたことによります。

１．はじめに
　インターネット上の商標の使用に
つきましては、「ＪＡＭＪＡＭ事件
（名古屋地裁平成12年(ﾜ)第366号）」
において、広告及び求人情報を掲載
した被告のホームページ上の標章の
使用について、ホームページは商標
法第２条３項３号の「役務の提供に
当たりその提供を受ける者の利用に
供する物」と解し、商標の使用に該
当するとの判断が示されており、か
かる判断は実務上でも踏襲されてい
るものと思われます。
　さらに、ドメイン名につきましても、
ドメイン名がホームページの識別標識で
あり、ホームページは、情報提供する
行為を業として行うものであること
から、ホームページ提供という情報提
供サービスのサービスマークとしての
機能を発揮するものである（商標法
第２条３項４号）とされております(網
野｢商標｣〔第６版〕106頁)。
　従いまして､ドメイン名で特定される
ホームページにおいて、特定の商品又
は役務についての広告やそれらの対
価等が表示されている場合には、ドメ
イン名の表示は、かかる商品又は役
務についての商標の使用（２条３項７号）
に該当するとされる可能性も有ると
さとされています（同106頁）。
　このように､インターネットと商標との
関係につきましては､かなり議論が深
まってきておりますが、いわゆる「メタ
タグ」に組み込まれた文字列が商標
の使用に該当するかどうかにつきま
しては、判決例もないことから､あま
り議論されてきておりませんでした。
　しかしながら、最近、登録商標と
同一又は類似の標章が組み込まれた
メタタグをhtmlファイルに記載すること
は、商標の使用に該当するとの判断
が示された判決が現れました（大阪
地裁平成16（ワ）12032）。
　以下、簡単に御紹介いたします。


